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令和 ６年 宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社 CFM ５月 
 

 

第６８回 放送番組審議会議事録 

 

１ 開催年月日 ２０２４年（令和 ６年） ５月２２日 

  

２ 開催場所 〒２４３－０１１１ 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬９４０番地の２５ 

宮ヶ瀬レイクサイドエフエム放送機構株式会社 本社 

  

３ 委員出席 委員総数 ５名   出席委員数 ３名 

  

 （１） 出席委員の氏名 藤田義友 朝倉英明 鈴木貴子 

  

 （２） 欠席委員の氏名 山本善男 山口洋子 

  

 （３） 放送事業者側出席者名 代表取締役 望月千弘 

取締役 放送局長 志村寧子 

 

４ 議事（審議内容） 

第１議案 生中継などについて 

年度初めなので、委員のみなさまから、放送番組に関する意見等をお聞きした。 

委員から、清川村内及びその周辺のイベントの生中継ができないのかということで、具体的には、青龍祭、花火大会、

マラソン、クリスマス等があがった。 

中継放送を行う費用（放送番組制作費、電波に乗せるための電波料等）は、イベントを放送したい方々 が負担する。 

いくら放送局が地元にあるからといって、サービスとしてできる範囲はそれほど大きくない。 

実際、携帯電話を使用した中継装置があるが、例として、テレビ局で行っている花火大会など、鉄道の時刻表通り、１

秒、１秒単位の台本があり、連絡調整などによって、「○○提供のスターマインです。」とアナウンスが終わったら、花火

を打ち上げてもらい、打上げ終了と共に、連絡を受け、「○○地区 建築請負の○○提供のスターマインでした。」とい

うように、放送番組としてのクオリティーをあげる必要もある。 

その他、実際の中継の事例、必要な人数と経験等、特に６か月前から準備しなければならないことを説明したところ、

委員からは、この地域の祭事は、村内の一部の地域のお祭りが、文化庁のお墨付きになり、いわゆる南関東でも有数

のお祭りとなったものもあるが、主催は、数人レベルで行っているので、結果、無理か。との意見でおわった。 

第２議案 「放送法第６条第５号の報告」について 

 前回の審議会開催以降、訂正放送等に関し、報告する事項はなく、また、放送番組に関して申し出のあった苦情そ

の他の意見は、ありませんでした。 

 

 

５ 審議機関の答申または意見に対してとった措置の内容及びその年月日 

  （答申又は意見の内容及びその年月日を併せて記載すること。） 

 

 

６ 審議機関の答申または意見の概要の公表  

  公表年月日 令和 ６年 ５月３１日 

 

７ その他参考事項 

なし 

 


